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                               令 和 ４ 年 ３ 月 1 7 日 

                          高齢施策担当部介護保険課 

 

指定地域密着型サービス事業者等の指定について 

 

介護保険法（平成９年法律 123 号）第 78 条の２第１項および第 115 条の 12 第１項

の規定により、指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定について、下記のとおりとする。 

 

                  記 

 

１ 区内指定地域密着型サービス事業者等 

 地域密着型通所介護 

事業所名および所在地 運営法人 指定年月日 
利用

定員 
備考 

みちなかの里 大泉町店 

東京都練馬区大泉町二丁

目 54 番３号 

株式会社維

新ネット 
令和４年４月１日 10 名 ※ 

 

※ 第８期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画から、令和２年度末の事業

所数を上限としている。令和４年４月 1 日の見込み事業所数（112）が上限数（114）

を下回るため、指定が可能。 

 

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

事業所名および所在地 運営法人 指定年月日 
利用

定員 
備考 

せらび練馬 

東京都練馬区北町二丁目 15

番 10 号 

株式会社ソ

ラスト 
令和４年４月１日 29 名 法人変更 

 

 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

事業所名および所在地 運営法人 指定年月日 
利用

定員 
備考 

せらび練馬 

東京都練馬区北町二丁目 15

番 10 号 

株式会社ソ

ラスト 
令和４年４月１日 18 名 法人変更 

せらび光が丘 

東京都練馬区土支田三丁目

１番 22 号 

株式会社ソ

ラスト 
令和４年４月１日 18 名 法人変更 
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２ 区外指定地域密着型サービス事業者 

 地域密着型通所介護 

事業所名および所在地 運営法人 
指定 

年月日 

練馬区民 

利用者数 
備考 

デイサービス  西早稲

田 

東京都新宿区西早稲田

二 丁 目 17 番 32 号 ヴ ィ

ラ・セレーノ西早稲田１

０３ 

三井ファー

ム株式会社  

令和４年

１月１日 
１名 

事業者の制度理解不足

により手続が遅れた

が、利用者への影響を

鑑み、過去に遡って指

定するもの 

 


